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第一級アマチュア無線技士「法規」試験問題

２５問２時間

Ａ－１次に掲げるもののうち、電波法に規定ｵｰる「無線局」の定義として正しいものを１から５までのうちから一つ選へ､

１免許人及び無線設備の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

２無線設備及び無線従割】に者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

３無線設備及び無線設備の操作の監督を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

４免許人､無線設備及び無線設備の操作又はその監督を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

５無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

Ａ－２無線局の予備免許中における指定事項等の変更に関する次の記述のうち、電波法の規定に照らし誤っているものをｌから４までのうちか

ら一つ選べ

１総務大臣は、予備免許を受けた者から申請があった場合において、相当と認めるときは、工事落成の蛎限を延長することができる。

２予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定

める軽微な事項については、この限りでな',＄

３工事設計の変更は、周波数、電波の型式又は空中線i趣力に変更を来すものであってはならず、かつ、電波法に定める技術基準に合致す

るものでなければならなし％

４予備免許を受けた者は、総務大臣の許可を受けて、週言の相手方、通信事項又は無線設備の設腫場所を変更することができる。

Ａ－３無線局の予備免許を受けた者が、工IIB蕗成の期限経過後２週間以内に工事が落成した旨の届出をしないときは､総務大臣はどんな措置を

とるか、電波法の規定により正しいものを下のｌから５までのうちから一つ選べ

１無線局の免許を拒否する。

２６箇月間無線局の免許を与えない

３速やかに当該工事を落成するよう指示ﾃｵｰる。

４新たに無線局の免許を申請するよう指示する。

５工事落成の期限の延長を申請するよう指示する。

A－４次の記述は､申請による指定事項の変更に関する電波法の規定について述べたものである。ＦＭに入れるべき字句の正しい組合せ
を下の１から４までのうちから－つ選べ

□の指定の変更を申請した場合において､□と認めるときは､その総務大臣は、免許人又は第８条の予備免許を受けた者が

指定を変更することができる。 》》》》』》
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Ａ－５次の記述は、電波の型式の表示について述べたものである。電波法li回行規則の規定に照らし、その内容が誤っているものを１から５まで
のうちから一つ選'、

１「Ｆ１Ｂ」は、電波の主搬送波の変調の型式が角度変調であって周波数変調のもの、主搬送波を変調する信号の性質がデジタル(冨号で
ある単一チャネルのものであって変調のための副搬送波を使用しないもの及び伝送１W報の型式が顛信であって自動受信を目的とするもの
を表示する。

２「Ａ３Ｅ」’よ電波の主搬送波の変調の型式が振幅変調であって両(11破帯のもの、封殴送波を変調する信号の性質がアナログ信号であ
る単一チャネルのもの及び伝送情報の型式がF逓話（音響の放送を含むb）のものを表示『ｵｰる。
３「Ｆ３Ｆ」は、電波の主搬送波の変調の型式が角度変調であって周波数変調のもの、主搬送波を変調する信号の性質がアナログ信号で
ある単一チャネルのもの及び伝送１１W報の型式がテレビジョンG9R像に限る｡）のものを表示する。
４「Ｈ３Ｅｊは、電波の主搬送波の変調の型式が振幅変調であって低j畷Ｎｉｌ送波による単側１８野１１Fのもの、主搬送波を変調する信号の性質が
アナログ信号である単一チャネルのもの及び伝送WV報の型式がファクシミリのものを表示する。
５「Ｇ７Ｄ」は、電波の主搬送波の変調の型式が角度変調であって位相変調のもの、主搬送波を変調する信号の性質がデジタル信号であ
る２以上のチャネルのもの及び伝送情報の型式がデータ伝送、遠隔測定又は週隔I指令のものを表示Fする。
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A－６次の記述は､電波の強度に対する安全施設について､電波H麺行規則の規定に沿って述ぺたものである｡、内に入れるべき字句の正
しい組合せを下の１から４までのうちから－つ選べ，

①無線設備には､当該無線設備から発射される電波の強度([~、をいう｡以下同じ｡)が別表第２号の3の2に定める値を超える場
所（人が通常､集合し、通行し、その他出入りする場所に限る｡）に取扱者のほ力溶易に出入りすることができないように、施設をしな

ければならない。ただし、次に掲げる無線局の無線設備については、この限りではない。

（１）「百可以下の無線局の無織設備
（２）移動する無線局の無線設備

（３）地藤､台風､汝｡k､津波､雪害､火災､暴動その他非常の事態が□において､臨時に開設する無線局の無線設備
（４）(1)から(3)までに掲げるもののほか､この規定を適用することが不合理であるものとして総務大臣が別に告示する無線局の無線設備

②①の電波の強度の算出方法及び測定方法については、総務大臣力羽Uに告示する。

Ｃ

発生した場合

発生し、又は発生するおそｵﾘｳ;ある場合

発生し、又は発生するおそｵu03ある場合

発生した場合

Ｂ

規格樋[力が５０ミリワット

平均電力が２０ミリワット

平均電力が５０ミリワット

規絡電力が２０ミリワット

》轌堀”》》１２
３
４

A－７次の記述は､高圧電気に対する安全施設について､噸ＩＩＥ法施行規則の規定に沿って述べたものである｡、内に入れるべき字句の正し
し組合せを下の1から4までのうちから-つ選ぺなお､同じ記号のＥニコ内には､同じ字句が入るものとする。

送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気（高周波若しくは交流の電圧３００ボルト又は直流の電圧

｢7r-lを超える電気をいう｡)を通ずるものは､その高さが人の歩行その他起居する平面から[－百コ以上のものでなければならない｡た
だし、次に掴ｱる場合は、この限りでなし＄

(1)「百~]に満たない高さの部分が､人体に容易に触れなし輔i堂ごある場合又は人体が容易に「E~]位歴にある場合
｢５１以外の者が出入りしない場所にある場合あり、かつ、(2)移動局であって、そ

》
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Ｄ》嶢
壗

Ｂ

２．５メートル

３メートル

２．５メートル

３メートル

Ｃ

触ｵLない

接近できない

接近できない

触れない

Ａ

７５０ボルト

７５０ボルト

９００ボルト

９００ボルト
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A－８次の記述'よ送信装置の水晶発振回路に使用する水晶発振子について､無線設備規則の規定に沿って述べたものである｡[=。内に入れ
るべき字句の正し1,W91合せを下の１から４までのうちから一つ選,、

水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、次の条件に適合するものでなければならないｂ

８麓騨黒麓i鰯鍔:'母！;i鑓:|:鰯警護!i蝋鰍:野…
Ｃ

温度係数に》底じて

Ｂ

その精度を確かめる試験＃幾器

これと同一の条件の回路

その精度を確かめる試験機器

これと同一の条件の回路
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温度係数にかかわらず

温度係数にかかわらず

温度係数に応じて

Ａ－９無線局は、自局に対するモールス無線電信による膝Rnしを受信した場合において、呼出局の呼出符号が不破実であるときは、どうしなけ

ればならないか、無線局運用規則の規定により正しいものを下の１から５までのうちから一つ選べ

１「ＶＶＶ」及び自局の呼出符号を送信して、呼出しの反復を喚起しなければならない。

２応q曹F事項のうち「ＤＥ」及び自局の呼出符号を送信して、直ちに応答しなければならなし＄

３その呼出しが反復さｵIへ力つ、I明光１局の呼出符号が確実に判明するまで応答してはならない。

４応塔囚１項のうち相手局の呼出符号の代わりに「ＱＲＡ？」を使用して、直ちに応答しなければならない。

５応答事項のうち相手局の呼出符号の代わりに「ＱＲＺ？」を使用して、直ちに応答しなければならない
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Ａ－１０次の記述は、アマチュア局がモールス無線通ｲ高中において、混信の防止その他の必要により使用電波の型式又は周波数の変更を要求しよ
うとするときに順ﾋﾞk送信すべき輻を､無線局運用規則の規定に沿って掲げたものである。［ニコ内に入れるべき字句の正しい組合せを
下の'から5までのうちから一つ選べなお､同じ記号の[=。内には､同じ字句が入るものとする。

①、可又は□若しくはQSY
②変更によって使用しようとする周波数（又は電波の型式及び周波醤０

③？(｢[~百~]」を送信したときに限る｡）
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１
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ｓ
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Ｑ
Ｑ
Ｑ
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Ｘ
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Ｑ
Ｑ
Ｑ
Ｑ
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Ａ－Ｕ次の記述は、無線局がモールス無線通信において、無線磯器の試験又は調整のため電波の発射を必要とするときに順次送信すべき事項
を､無線局運用規則の規定に沿って掴fたものである。、内に入れるべき字句の正しい組合せを下のlから５までのうちから一つ選
べ

。
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③
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自局の呼出符号

ＱＲＫ？

ＶＶＶ

ＱＳＡ？

自局の1N牡|符号
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Ｑ
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Ｘ
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ｖ
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A－１２次の記述'よ無線通信を妨害した者に対する罰則について､電波法の規定に沿って述べたものである｡［．内に入れるべき字句の正し
い組合せを下の１から４までのうちから一つ選へ

①電気通信業務又は[~、の業務の用に(jける無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護､□､気象業務［□若しくは
鉄道事業に係る列車の運行の業務の用にUける無蒋般備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて

無線通信を妨害した者は、５４F以下の懲役又は２５０万円以下の罰金に処する。

②①の未遂罪は、詞する。
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A－１３次の記述は､無線従事者の免許を与えないことができる場合について､趣波法の規定に沿って述べたものである｡、内に入れるべき
字句の正ししv組合せを下の1から4までのうちから一つ選べなお､同じ記号の[．内には､同じ字句が入るものとする。

総務大臣は、次のいすｉＩＬかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。

(1)第9章(罰則)の罪を犯し□□に処せられ､その執行を終わり､又はその執行を受けることがなくなった日から国を経過
しない者

(2)第７９条(無線従事者の免許の取消し等)第１項第１号(電波法若しくは電波法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき
のことをいう．）又は第２号（不正な手段により免許を受けたときのことをいう｡）の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消し

の日から□を経過しなし渚
(3)「て~]欠陥があって無線従事者たるに適しない者

ＢＣ

２年身体に

1年著しく心身に

2年著しく心身に

1年身体に

罎
蕊
酬
輌

辨櫻罰
“

遡 上

Ａ

１
２
３
４
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A-14次の記述は､電波の発射の停止について､電波法の規定に沿って述べたものである｡[司内に入れるべき字句の正しい組合せを下の
１から４までのうちから一つ選べ。

①総務大臣は、無線局の発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合していないと認めるときは、当該無線局に対して

「、電波の発射の停止を命ずることができる。
②総務大臣は､①の命令を受けた無線局からその発射する電波の質が総務省令の定めるものに適合するに至った旨の申出を受けたときは、

その無線局に電波を「百]させなければならない
③総務大臣は､②の規定により発射する電波の質が総務省令で定めるものに適合しているときは､直ちに「E可しなければならない。

辮
辮

鋤
翻
を

醍
酔

］
曰
］
白

の
の

Ｃ
そ
そ

Ｂ

厳Ｍ１斜こ発射

試験的に発射

臨時に発射

試験的に発射

Ａ

期間を定めて

期間を定めて

園i塒に

臨時に

１
２
３
４

Ａ－１５次に掲げるもののうち、アマチュア局の免許人が電波法､放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反した
とき、電波法の規定により総務大臣が当該アマチュア局に対して行うことがある処分に該当するものを１から４までのうちから一つ週'、

再免許を拒否する。

３箇月以内の期間を定めて運用の停''二を命ずる。

６箇月以内の期間を定めて電披の型式を制限する。

３箇月以内の期間を定めて通信の相手方又は通信事項を制限する。

１
２
３
４

Ａ－１６次の記述は、免許又は登録似下「免許等」という｡）を要しない無線局及び受信設備に対する監督について、電波法の規定に沿って述
べたものである。Ｆ１内に入れるべき字句の正しい組合せを下の1から４までのうちから－つ選べ。

①総務大臣は､第４条第１号から第３号までに掲げる無線局似下｢免許等を要しない無線局」という｡）の無線設臘iの発する電波又は受

信設備がＨ１次的に発する[工｡が他の無線設備の機能に□鱸を与えるときは､その設備の所有者又は占有者に対し､その障害
を除去するために必要な措慨をとるべきことを命ずることができる。

②総務大臣は､免許等を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とするｒＥ１について⑪錨置をとるべきことを命
じた場合において特に必要があると認めるときは､その職員を当該設備のある場所に派遣し､その設備を[-万可させることができる。

Ｄ
繧
繼
繼
艤

慰識』』靜
慰

『 藷
Ｃ
受

受
受

な
な麩

錘
翻 な

鍛 な

Ｂ
麩

麩

Ａ

ｉ藪皮若しくは高周波電流

；翻皮若しくは高周波電流

i露：
１
２
３
４

A-17次の記述は､電気通信の秘祷に関する国際電気通信連合憲章の規定について述べたものである。「－１内に入れるべき字句を下の'か
ら４までのうちから一つ選'、

楢ﾘｺﾞｮ三1は､国際通信の秘密を確保するため［．をとることを約束する。

使用される無線通(言のシステムを改善Ｐする措置

技術開発の状況が許す限り、技術的に可能な措極

使用される電気通(言のシステムに適合するすべての可能な措置

１
２
３
４

電波の監視の強化等無線通信の秩序の維持に必要な措錘

Ａ－１８次に掲げる周波数帯のうち、国際電気通信連合憲章に規定する無線i囲葛規則の周波数分iWB表において、アマチュア業務に分配されている
周波数帯を１から５までのうちから－つ選べ

ｚ
ｚ
ｚ
ｚ
ｚ

Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
円

口
ｋ
○
Ｋ
勺
Ｋ
ｏ
ｋ
Ｑ
ｋ

０
０
０
０
０

｛
Ｄ
Ｐ
Ｄ
Ｐ
ｂ
Ｐ
Ｄ
Ｐ
Ｄ

３
Ｐ
、
〈
、
Ｒ
》
９

０００ｋＨｚ～１４，

３５０ｋＨｚ～１４，

５５０ｋＨｚ～１４，

６５０ｋＨｚ～１４，

８５０ｋＨｚ～１４，

１
２
３
４
５

１４，

１４，

１４，

１４，

１４，
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Ａ－１９次の記述は､異なる国のアマチュア局相互間の無線通信について、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の規定に沿って述べた

ものである。、内に入れるべき字句の正しいﾎﾞH合せを下の'から4までのうちから一つ選べ

①異なる国のアマチュア局相互間の伝送は、地上コマンド局とアマチュア衛星業務の宇宙局との間で交わされる制御信号は除き、意味を

鰯ために「7【１されたものであってはならない
②ｱﾏﾁｭｱ局は､[~1打に限って［己］の伝送を行うことができる｡ごiﾖ管庁は､その管轄下にあるｱﾏﾁｭｱ局への本条項の適用
について決定することができる。

Ｃ

人命又は財産の保護に係る国際通信

第三者のために国際通信

第三者のために国際iEM言

人命又は財産の保護に係る国際通信

時
時

》
》

》》》》

歸糯縣織
Ａ

１
２
３
４

A-20次の記述は､ｱﾏﾁｭｱ業務について国際電気通(謎合憲章に規定する無線通信規則の規定に沿って述べたものである。、内に入
れるぺき字句の正しい組合せを下の１から４までのうちから－つ選べ

①ｱﾏﾁｭｱ局の最大電力は､ｎコが定める。
②国'祭ilz気通信連合憲章国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の□一般規定は､ｱﾏﾁｭｱ
局に適用する。

③主管庁は､[~で可にｱﾏﾁｭｱ局が準備できるよう､また､通信の必要kkを満たせるよう､必要な措置を取ることが奨励される。Ｃ》》》》 時

Ｂ

す孝くての

技術特性に関する

すべての

技i$i特性に関する

Ａ》
１
２
３
４

B－１次の記述は､無線局(包括免許に係る特定無線局を除く｡)の廃止等について､電波法の規定に沿って述ぺたものである｡［二コ内に入
れるべき字句を下の1から１ｏまでのうちからそれぞれ一つ選,、なお､同じ記号の、内には､同じ字句が入るものとする。

①免許人は､その無線局を□ときは､その旨を総務大臣に届け出なければならない。
②免許人が無線局を廃止したときは、免;MFは、その効力を失う。

③免許がその効力を失ったときは､免許人であった者は､□以内にその免討状を「、しなけ汕董ならなし、
④無線局の免許又は登録,がその効力を失ったときは､免許人又は登録人であった者は､遅滞なく巳。を撤去しなければならない
⑤④の規定に違反した者は、３０万円以下の罰金に処する。

⑥①の規定に違反して届出をしない者又は③の規定に違反して免許状を「ﾗ可しない者は､３０万円以下のｒﾗﾖﾆ１に処する。

４廃棄

９返納

５過料

１０科料

３１箇月

８１０日

１送信装置

６廃止する

２座｣こした

７空中線

B－２次の記述は､受信設備の条件について､電波法及び無線設備規則の規定に沿って述べたものである｡[二コ内に入れるべき字句を下の’
から'ｏまでのうちからそれぞれ一つ選,､、なお､同じ記号の□内には､同じ字句が入るものとする。

①受信設備は､その□又は､;Ｉ周波i瞳流が､総務省令で定める限度を超えて他の無線設備の機能に率を与えるものであってはなら
ない

②①に規定する□力弛の無線設備の機能に支障を与えない限度は､受信空中線と趣気的常数の等しい□を使用して測定した
場合に､その1轆万鰯が｢詞以下でなければならない
③その他の条件として受信iBh傭は、なるぺく次に適合するものでなければならない。

（１）「三~]が小さいこと。
（２）感度が十分であること。

（３）選択度が適正であること。

（４）「子可が十分であること。

;;塞慧【
５安定度

１０了解度

２空中線結合回路

７４マイクロワット

１副次的に発する電波

６擬似空中線回路

４ナノワット
ひずみ

総合･歪率

３
８
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B－３次の記述は､無線局の目的外使用の禁止等について､電波法の規定に沿って述べたものである。［二．内に入れるべき字句を下の1か
ら１０までのうちからそｵlそれ一つ選,、

①無線局は､免許伏に記載された目的又は[~ﾃ可の範囲を超えて運用してはならない｡ただし､次に櫛ｆる趨言については､この限り
でない

（１）迩駿通信（２）緊急通信（３）安鐘｡§情（４）「ﾌ、（５）放送の受信（６）その他総務省令で定める通信
②無線局を運用する場合においては､「ﾗｰ１，識'１信監電波の型式及び周波数は､免許､伏又は登録伏(以下｢免許伏等｣という｡)に
記載されたところによらなければならない。ただし、趣ｉｌ【通信については、この限りでない

③無線局を運用する場r合においては、空中線電力は、次に定めるところIこよらなけｵ'ばならなし％ただし、遭難通信については、この限
りでない。

（１）免許状等に記jlitされたものの範囲内であること。

（２）趨言を行うため「三１であること。
④無線局は、免許状に記載された運用許溶塒間内でなけれIヱ運用してはならなしLただし、①の(1)から(6)までに掲げる通信を行う場
合及ＵＳ総務省令で定める場合は、この限りでなし＄

⑤「子１に違反して無線局を運用した者は、１年以下の懲役又は1ｏ０万円以下の罰金に処ざする。

４非常の場合の無線通信５①ｋ②､③の(1)又は④の規定

９通言の相手方若しくは通信事項

３必要最小のもの

８無線設備の設置場所

１通信事項２無線設備

６非常通信７最適なもの

１０①（②h③又は④の規定

Ｂ－４次に掲げるもののうち、電波法及び電波漣i§行規則の規定によりアマチュア局（人工衛星に開設するアマチュア局及び人工衛星に開設す
るアマチュア局の無線設備を遠隔操作するアマチュア局を除く｡）に備え付けておかなければならなしW曾類に該当するものを１，該当しな

いものを２として解答せよ。

アアマチュア局の局名録

イ国際電気通信連合鏑i章に規定する無線通信規則

ウ無線設備の設遜場所の変更申請譜の添付欝類の写し

エ免許状

オ無線検査簿

B－５次の記述は､有害な混信の定義について､国際電気通信連合憲章の規定に沿って述べたものである。［．内に入れるべき字句を下の
’から’ｏまでのうちからそｵ'ぞれ一つ選,、なお同じ記号の[ニコ内には､同じ字句が入るものとする。

□に従って行う□の運用を□し､又は
る混信をいう。

の運用に重大な悪影響を「有害な梶|劃とは、

与え、若しくはこれを

;:鑿露
５妨害

１０制限

３－時的に発生

８電気通信業務

２無線通信規則

７無線通信業務

lその属する国の法令

６反覆的に中断
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平成１９年４月期

第一級アマチュア無線技士「法規」合格基準及び正答

試験問題ＨＹ９０４（２５問２時間）

合格基準

満点及び合格点満点１２５点合格点８７点

配点内訳Ａ問題２０問１００点（１問５点）

Ｂ問題５問２５点（１問５点、ただし、小設問各１点）

１
２

正答３

(配点各５点）Ａ問題

Ｂ問題（配点各１点）

答
６
３
９
７
５
１
６
３
４
０
９
６
８
３
５

１

ア
イ
ウ
エ
オ
ア
イ
ウ

ア
イ
ウ
エ
オ

に

問題 正答 問題 正答

Ａ－１ ５ Ａ－１１ ５

Ａ－２ ２ Ａ－１２ １

Ａ－３ １ Ａ－１３ ３

Ａ－４ ４ Ａ－１４ ４

Ａ－５ ４ Ａ－１５ ２

Ａ－６ ２ Ａ－１６ ２

Ａ－７ １ Ａ－１７ ３

Ａ－８ ４ Ａ－１８ １

Ａ－９ ５ Ａ－１９ ３

Ａ－１０ ３ Ａ－２０ １

問題 正答 問題 正答

Ｂ－１

ア

イ

ウ

コニ

オ

６

３

９

７

５

Ｂ－４

ア

イ

ウ

エ

オ

２

２

２

１

１

Ｂ－２

ア

イ

ウ

エ

オ

１

６

３

４

１０

Ｂ－５

ア

イ

ウ

エ

オ

９

５

２

７

６

ア ９

イ ６

ウ ８

エ ３

オ ５


